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平成２９年度熊谷市観光協会 

職員募集案内 

 

現在、熊谷市の任意団体である「熊谷市観光協会」は、平成２９年４月１日の本格稼

働を目指して法人化の準備を進めております。観光業務の事業拡大に伴い、熊谷市

の観光・物産の振興、スポーツを中心としたコンベンション等に興味があり、これらの事

業による誘客・誘致に意欲と行動力のある人材を募集します。 

 

１ 募集内容 

 ⑴ 職務の概要 

   観光関連事業の実施により、交流人口の増加を促進し、もってにぎわいの創出と

まちづくりの活性化を目指します。 

  ア 総務分野  

人事・給与・予算・決算・会計業務等 

  イ 観光事業分野 

    観光事業の企画・運営・来訪者支援・物産振興業務等 

  ウ 広報宣伝分野 

    広報・報道機関との連絡調整・Web製作・製作物の発行と管理、貸出し等 

  エ スポーツコミッション・コンベンション分野 

    各種スポーツ競技大会の誘致・企画運営支援 

    コンベンションの誘致・開催支援・調査・施設との連絡調整業務等 

    ※採用後、上記分野を兼務していただきます。 

    ※イベントの運営等、屋外での作業があります。 

 ⑵ 募集区分、採用予定日、年齢制限等について 

募集区分 採用予定日等 採用時年齢 特記事項 

職員Ａ 

 

各区分に若干名 

 

平成２９年４月１日 

ただし、若干名

について採用日を

早める場合（平成

２９年３月上旬頃）

があります。 

不問 

・対外折衝、組織マネジメント経験

のある者を優遇 

・観光・旅行関連業務に実務経験

がある者を優遇            

・大規模イベントのマネジメント関連

業務に実務経験のある者を優遇 

・語学検定・旅行業務取扱管理者・

Web作成に資格や実務経験がある

者を優遇 

・スポーツ関連業務に実務経験が

ある者を優遇 

職員Ｂ 40歳以下 

職員C 30歳以下 
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２ 受付、筆記及び面接日程 

受付期間 平成２９年１月１０日（火）～平成２９年１月２１日（土）【本人持参】 

筆記試験 平成２９年１月２９日（日） 

面接試験 平成２９年２月１９日（日）（筆記試験による合格者のみ） 

 

３ 応募資格 

次の⑴〜⑷までの要件をすべて満たす人。 

⑴ 次のいずれにも該当しない人 

ア 成年被後見人または被保佐人 

イ 準禁治産者 

ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受ける

ことがなくなるまでの人 

エ 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法またはその下に成立した政 

府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、またはこれに加

入した人 

⑵ 最終学歴が高等学校相当卒業以上の人 

⑶ 普通自動車運転免許の資格を有する人または採用予定日までに取得見込み

の人 

⑷ パソコンの一般的な操作ができる人 

（ワード、エクセル、パワーポイント、電子メール、ＨＰ作成等） 

 

４ 試験申込書 

次のいずれかの方法で入手してください。 

⑴ 熊谷市観光協会HP「熊谷観光局」、若しくは熊谷市HPの熊谷市観光協会職員

募集案内から「平成２９年度熊谷市観光協会職員採用試験申込書」をプリントアウ

トする。 

※試験申込書は、A4サイズで2枚ですが、申込みの際には、2枚を並べてA3サ

イズ1枚にコピーしたうえで、記入したものを提出してください。 

⑵ 熊谷市観光協会（熊谷市役所７階商業観光課内）で入手する。 

※平成２９年１月１０日（火）から１月２０日（金）までの平日の午前９時００分から

午後５時００分までとします。 

 

５ 申込方法 

⑴ 提出書類 

試験申込書 

※必ず本人へ連絡のつく電話番号を記入すること 

※写真２枚（同じ写真、申込６か月以内に撮影した証明用写真、縦４㎝×横３㎝、

背景白色または白色に近いもの）のうち、１枚は試験申込書にのりで貼ってく

ださい。また、写真裏面に氏名を記載してください。 



~ 3 ~ 
 

 

⑵ 申込期間 

平成２９年１月１０日（火）〜平成２９年１月２１日（土）【本人持参のこと、郵送不可】 

・平日の午前９時００分から午後５時００分までに直接当協会に持参してください。 

受付先  熊谷市宮町二丁目47-1 

熊谷市産業振興部商業観光課内  

熊谷市観光協会事務局 公募係 

・なお、１月２１日（土）午前９時００分から午後５時００分までに限り、申込を受付け

ます。 

       受付先  熊谷市宮町二丁目47-1 

熊谷市役所１階エレベーター前特設会場内  

熊谷市観光協会事務局 

⑶ その他 

ア 受け付け期間を過ぎたものは、理由を問わず受理できません。また、記載事

項の不備がある場合も受理できません。 

イ 提出された書類は、返却しません。 

ウ 申込書に記載された個人情報は、採用試験及び採用に関する事務以外の目

的には使用しません。 

 

６ 選考方法等 

筆記試験 日時・場所 試験内容 

平成２９年１月２９日（日） 

開始時間午前９時００分から 

熊谷市弥藤吾２４５０ 

熊谷市妻沼行政センター 

会議室等 

作文試験及び適性検査 

↓ 

筆記試験合格発表 平成２９年２月中旬に応募者全員に結果を郵送します。 

ただし、電話や電子メール等での合否の問合せにはお答え

できません。 

なお、合格者につきましては事務局から別途電話をいたしま

す。 

↓ 

面接試験 

（筆記試験合格者） 

日時・場所 試験内容 

平成２９年２月１９日（日） 

開始時間午前９時００分から 

（指定された時間に集合） 

熊谷市宮町二丁目４７－１ 

熊谷市役所３階３０３会議室 

業務遂行上、適切な人物

であるか、強い意欲がある

か等について個別面接試

験 



~ 4 ~ 
 

↓ 

最終合格発表 平成２９年２月下旬に面接者全員に結果を郵送します。 

ただし、電話や電子メール等での合否の問合せにはお答え

できません。 

なお、合格者につきましては郵便の届いた旨を下記問合せ

先の事務局まで電話連絡してください。 

 

７ 採用までの留意点 

⑴ 受験資格がない場合や、申込書の記載事項に虚偽または不正があることが判明

した場合には、合格を取り消します。 

⑵ 卒業証明書及び在職証明書またはそれに類似する履歴を証明できるものの写し

をできるだけ速やかに提出していただきます。 

⑶ 採用日までに応募資格を満たさない場合は合格を取り消します。 

⑷ 合格された方には御自身で最寄りの医療機関において健康診断を受けていただ

き、業務に支障のない健康状態である事を証明する医師の証明、または検査結果

報告書を提出していただきます。健康診断の結果、心身の故障のため職務の遂行

に支障があり、またはこれに堪えないことが明らかとなった場合には、合格を取り消

します。 

 ⑸平成２９年４月１日（場合によりそれ以前に採用されることもあります。）からの勤務

となります。 

 ⑹ 採用は条件付きとし、平成２９年９月３０日までは試用期間として、その間の勤務

を良好な成績で遂行したときに正式採用となります。 

 

８ 給与・勤務条件等 

⑴ 給与 

平成２９年４月１日現在の給料は、次のとおりです。  

募集区分 下限 上限 

職員Ａ ２５５，０００円 ３８８，０００円 

職員Ｂ 
１６７，０００円 

２７２，０００円 

職員Ｃ ２１７，０００円 

   ・初任給は、学歴や職歴に応じ調整される場合があります。 

・このほかに、諸手当（通勤、扶養、期末等）がそれぞれの支給要件に応じて支給

されます。 

・社会保険と労働保険を完備しています。 

・中小企業退職金共済制度による退職金の支給があります。 

⑵ 勤務地 

 熊谷市宮町二丁目９５番地 間庭ビル２階 熊谷市観光協会事務所 

 ただし、市内外へ出張する場合があります。 
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⑶ 勤務時間 

午前８時３０分〜午後５時１５分（業務都合による変動シフト制あり）、休憩１時間、

週５日勤務（土、日、祝日勤務の場合あり）とします。また、時間外勤務及び休日勤

務の場合があります。 

なお、在任中は、原則として専従職員としますので、他の企業に勤めている場合は、

採用日までに退職、役員退任等の手続を終了する必要があります。 

⑷ 休日 

週２日及び１２月２９日〜翌年１月３日までの日とします。 

なお、上記年末年始期間を除く祝日の日数分は休日扱いとします。 

⑸ 休暇 

法定の年次有給休暇、疾病等の場合に与えられる病気休暇、結婚・出産・忌引等

の特別休暇、日常生活に支障がある者の介護をする場合に与えられる介護休暇等

があります。 

⑹ その他 

給与・勤務時間等は、別に定める熊谷市観光協会就業規則により、変更（減額を

含む）される場合があります。 

 

９ 問合せ先 

〒３６０－８６０１ 熊谷市宮町二丁目47-1 

熊谷市産業振興部商業観光課内  

熊谷市観光協会事務局 公募係 

電話  ０４８−５２４−１１１１ 内線５１３ 

F A X ０４８−５２５−９３３５ 

E-mail shogyokanko@city.kumagaya.lg.jp 

受付時間 平日午前９時００分〜午後５時００分（土・日・祝日を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


